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はい！どうぞ

　　ゆずる気持ちに

　　　　　　いい笑顔
　７月20日（土）～８月20日（火）は夏
の交通事故防止県民運動期間です。
　夏休みには、屋外での活動や家族
旅行等のレジャーの機会が増え、子
どもの死傷事故が例年増加します。
　運転者は、子どもや高齢者を見か
けたらその行動に十分注意し、減速・
徐行・一時停止するなど思いやり運
転に努めましょう。

【問合せ先】

　みどり環境課
　☎２４０－７１３５

道路交通法施行細則一部改正
７月１日より、自転車運転時の下記の行為は違反となります。

罰則は
５万円以下
の罰金
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茨城町文化的施設建設検討委員会委員　（順不同・敬称略）
氏　名 所　属

小貫　和通 茨城町議会議長
長谷川　重幸 茨城町議会総務・経済建設常任委員会委員長
海老澤　忠 茨城町議会教育民生常任委員会委員長
佐藤　方彦（委員長） 茨城町区長会会長
山 　忠（副委員長） 茨城町商工会会長
飯田　健 茨城町教育委員長
大山　圓治 茨城町公民館運営審議会委員長
中村　史朗 茨城町文化協会会長
山口　恒巳 茨城町青少年相談員連絡協議会会長
米川　明宏 茨城町 PTA連絡協議会評議員
美野田　龍敬 茨城町商工会青年部顧問
照沼　一美 茨城町社会教育委員会議長
清水　操 茨城町高年者クラブ連合会会長
安島　せつ子 茨城町生活改善クラブ連合会会長
河野　昭夫 茨城町ボランティアの会会長
阿部　真也 公益財団法人いばらき文化振興財団理事
坂井　知志 常磐大学　コミュニティ振興学部コミュニティ文化学科教授
長洲　勝也 茨城県立県民文化センター　サービス課課長
青野　勉 茨城町身体障害者福祉協議会副会長
野原　美奈子 フェアリーキッズ代表

平成 25 年度の国民年金保険料免除制度のご案内
　経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが困難な方のために、保険料が免除または納付が猶予さ
れる制度があります。

申請時期　 　平成 25 年度（平成 25 年７月から平成 26 年６月分）
の申請は平成 25 年７月１日から平成 26 年７月 31 日ま
でに行ってください。

必要なもの 　年金手帳、印鑑をお持ちください。申請をすると、平
成 25 年度（平成 24 年中）の所得に応じて保険料の支払
いが免除、又は猶予されます。

　　　　　　特定の条件を除いて毎年申請が必要です。
　　　　　 　なお、７月中は平成 24 年度（平成 24 年７月から平成

25 年６月分）の未納期間についても申請することができ
ます。あわせてご相談ください。

　国民年金保険料が未納のままだ
と、将来の老齢基礎年金や、いざと
いうときの障害基礎年金・遺族基礎
年金などが受給できなくなる場合が
あります。そうならないためにも、
この制度をご利用ください。

●免除等の種類

免除の種類 受給資格期間※１ 年金額※３

全額免除 ○ １／２が反映（平成 21 年３月分までは１／３）
一
部
免
除

３／４免除 ○※２ ５／８が反映（平成 21 年３月分までは１／２）
半額免除 ○※２ ３／４が反映（平成 21 年３月分までは２／３）
１／４免除 ○※２ ７／８が反映（平成 21 年３月分までは５／６）

若年者納付猶予※４ ○ 反映されない

※１　受給資格期間と
は、年金を受給するた
めに必要な期間をいいま
す。年金を受給するため
には、保険料を納付した
期間と保険料の納付免除
が認められた期間の合計
が 25 年以上必要です。

※２　保険料の一部を納付した場合に算入されます。一定期間に納付しなかった場合は未納期間となります。
※３ 　免除又は猶予を受けた期間について保険料の追納（後から払う）を行わなかった場合の年金額への反映割合。免除又は猶
予されていた金額について追納した場合は、納付した場合と同様の計算となります。なお、追納は免除期間から 10 年以内
に行う必要があり、免除を受けた年度の翌々年度を過ぎて追納する場合は、当時の保険料に一定割合の金額が加算されます。
年金額への反映割合は現在国で検討中となっており、変更される場合があります。

※４　30 歳未満の方が対象となります。

●免除・猶予となる所得基準額
　本人、配偶者、世帯主の所得がそれぞれ下表の金額以下の時に該当となります（納付猶予は本人と配偶者の所得）。

免除の種類 算定方法

全額免除 （扶養親族数＋１）× 35 万円＋ 22 万円
一
部
免
除

３／４免除 78 万円＋扶養親族数× 38 万円※

半額免除 118 万円＋扶養親族数× 38 万円※

１／４免除 158 万円＋扶養親族数× 38 万円※

若年者納付猶予 （扶養親族数＋１）× 35 万円＋ 22 万円

一部免除では社会保険料が左表算定
方法の金額に加算されます。

※老人扶養であるときは 48 万円、特
定扶養親族であるときは 63 万円。

●その他の制度について
・退職による特例
　退職した場合には、退職した本人のみの所得をゼロと判定する特例があります。手続きには雇用保険被保険者離
職票又は雇用保険受給資格者証、年金手帳、印鑑が必要です。雇用保険に加入していない場合も、その他の書類
を添付することで退職の特例を受けることが可能ですのでご相談ください。ただし、退職による特例は退職日の翌
日（喪失日）が属する年度（４月から翌年３月を１年度とします）を含めた２年度内の申請に限り受けることができます。
・学生納付特例制度
　学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予されます（半額免除と同じ所得基準額）。
　猶予を受けた期間の保険料については、追納をしない場合は年金額に反映されませんが、受給資格期間の
計算には含まれます。学生納付特例の対象校に在籍する場合、他の免除制度を利用することはできません。
　毎年申請が必要。申請には学生証又は在学証明書、印鑑が必要です。（申請は４月から翌年４月の間に行
う必要があります。）

【問合せ先】　保険課医療年金グループ　☎２４０－７１１３


